
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
十
二
号 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日 

厚
生
労
働
大
臣 

後
藤 

茂
之 

 
 

 

予
防
接
種
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

予
防
接
種
実
施
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

附 

則 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
） 

第
八
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

   

一 

一
・
八
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
前
条
第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い

て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
と
す
る
方
法 

二 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
六
月

以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回
筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は

、
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す
る
方
法 

２ 

（
略
） 

 
 

附 

則 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
接
種
の
追
加
接
種
） 

第
八
条 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
予
防
接
種
の
追
加
接
種
は
、

一
・
八
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
の
生
理
食
塩
液
で
希
釈
し
た
前
条
第
一
項
第
一
号
に

掲
げ
る
ワ
ク
チ
ン
を
初
回
接
種
の
終
了
後
六
月
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
一
回

筋
肉
内
に
注
射
す
る
も
の
と
し
、
接
種
量
は
、
〇
・
三
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
す

る
。 

 

（
新
設
） 

    

（
新
設
） 

  

２ 

（
略
） 



 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

         


